
令和元年度第 11 回福岡市農業委員会総会議事録 

１ 開催日時及び場所 

（１）日時   令和２年２月１２日（水） 開会 午後  ２時３０分 

閉会 午後  ３時２０分 

（２）場所   福岡市役所 １５階講堂 

２ 出席委員及び欠席委員氏名・人数 

 （１）出席委員 

 堀内 德之 笠  信一 中村 光明 久保田 喜一 大内 弘明 

 濵地  稔 蓑原 一也 柴田 清孝 城田 知子 北本 一孝 

 冨永  豊 淀川 正之 明永 卯太郎 髙木 智代 井手 鐡男 

      

    以上 １５ 名 

 （２）欠席委員 

  笠  康雄 小賦 眞須美 清水 源義 以上   ３ 名 

３ 総会に附した議題及び審議の内容 

   別紙記載のとおり 

４ 動議及び提案者の氏名 

 （１）動議の内容 

    なし 

（２）提案者 

    なし 

５ 議事録署名人に指名された委員の氏名 

 大内 弘明    濵地  稔 

６ 書記氏名 

  水清田 俊介   鶴賀 雅代 

７ 総会に出席した関係人の氏名 

  なし 

８ 農地利用最適化推進委員出席者 

 宮本 義和 小林 信也 秦  英紀 進藤 弥須夫 新飼 敬 

 大神 達雄 藤江 駿一 讃井 圭一 板倉 清人 樋口 重孝 

 馬場 雄治 真子 義行 平川 和孝 牛尾 憲一 柴田 清治 

 明石 幸 薦田 圭助 池 秀昭 久保 篤美 徳重 茂 

 宗  和義 笠 文彦 冨田 一夫 山方 秀雄  

      

９ 事務局出席者 

 藤尾 浩 清松 健二 宮原 信彦 行 真樹 平山 浩喜 

 樗木 五郎 古島 美保    
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまより，令和元年度第 11 回福岡市農業委員会総会を開会いたしま

す。 

農業委員定数１９名中１５名が出席されており，定足数を満たしておりま

すので，総会は成立いたします。 

本日の議事は，審議事項の議案が１７件，報告事項が３件，その他１件と

なっております。 

議事運営につきまして，ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に，本日の総会の議事録署名人について，「大内 弘明

委員」と「濵地 稔委員」を指名します。よろしくお願いいたします。 

それでは，議事に入ります。 

 

 案件１ 農地に係る事項 

議題第１号 

「農地法第３条の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

審議事項の議題第 1 号「農地法第３条の規定による許可申請」の審議です

が，議案第４号から第６号までについては，農業委員が関係者となっていま

すので，まず，議案第１号から第３号までについて，審議いたします。 

それでは，事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第１号～第２号について，資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第３号について，資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第１号について，担当区域の推進委員が欠席ですので，事務局よりお

願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

推進委員から事務局へご連絡がありまして，現地調査の結果，特に問題は

ないという旨の報告をいただいております。 

 

議    長 

 

議案第２号について，担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

１月３０日に現地を確認に行きました。記載の通り，売買による所有権の

移転です。 

譲受人は申請地の近くで農業を営んでおられ，既に 4ヘクタールほど耕作

しておられますので，何ら問題ないと思います。 
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議    長 

 

議案第３号について，担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

２月４日に，会長・副会長立ち会いのもと現地調査いたしました。 

その際は，セイタカアワダチソウ等が茂っていて，１年ほど管理されてな

いのではないかと思われる状況でした。 

譲受人に対して，現地の状況を改善したうえで改めて申請してはどうかと

尋ねましたが，今回の総会での審議を望むとのことでした。そのため，我々

から，雑草が除去され農地として管理している状況でなければ許可の見込み

がない旨説明しました。 

その後，２月１０日に再度現地調査したところ，ほぼ雑草は除去されて，

畑として管理されていると認められる状況でした。 

譲受人は，畑として活用すべく積極的に行動されており，問題ないと思い

ます。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 

議案第１号から第３号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第１号から第３号は原案どおりで可決しました。 

次に議案第４号につきましては，農業委員が譲受人となっていますので， 

「農業委員会等に関する法律」第３１条の規定により，議事に参与できな

いため一時退室していただきます。 

 

 ＜農業委員退室＞  

 

議    長 それでは，議案第４号について，事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（資料により説明） 

 

議    長 ただいま，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた

推進委員にご意見を伺います。 

議案第４号について，担当区域の推進委員お願いします。 
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推 進 委 員 

 

譲渡人は昨年も，近所の方に農地を贈与されておりますが，後継者並びに

相続人さんがないということで，少しずつ農地の整理をしておられるという

ことです。特に問題ないと思います。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 

議案第４号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第４号は原案どおりで可決しました。 

 

 ＜農業委員入室＞ 

 

議    長 次に議案第５号及び第６号につきましては，農業委員が譲受人となってい

ますので，「農業委員会等に関する法律」第３１条の規定により，議事に参与

できないため一時退室していただきます。 

 

 ＜農業委員退室＞  

 

議    長 それでは，議案第５号及び第６号について，事務局より説明をお願いしま

す。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（資料により説明） 

 

議    長 ただいま，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた

推進委員にご意見を伺います。 

議案第５号及び第６号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

今回の議事はあっせんに伴うものであり，１月２３日にあっせんに立ち会

っております。譲渡人は高齢で，相続人が外国におられるため，今後申請地

を管理できないということで，あっせん申出をされたものです。 

譲受人には後継者がおられ，経営規模を拡大されながら耕作地もしっかり

管理されておりますので，問題ないと思います。 
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議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 

議案第５号及び第６号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第５号及び第６号は原案どおりで可決しました。 

 

 ＜農業委員入室＞ 

 

 議題第２号 

「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

次に，議題第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請」について，

事務局より説明をお願いします。 

 

農 地 調 整 係 長 

 

（議案第７号について，資料により説明） 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（議案第８号について，資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第７号について，担当区域の推進委員お願いします。 

 

推 進 委 員 

 

申請地は，昨年まで稲作が行われていました。 

北側と西側が市道に面し，配送センターとしての立地条件は良いと思い

ます。付近には２ヶ所の水田があり，１ヶ所は申請地の北東側に隣接して

います。農業用排水路は整備されており，転用後，水利関係の問題はない

と思います。 

隣接所有者からの転用承諾書が提出されておりましたので，隣地所有者

の方に聞き取りをしたところ，日当たりや風通しが今より悪くなるとは思

ったが，承諾はしましたという返事でした。 

私の意見としましては，転用後の隣地の栽培環境は悪くなりますが，そ

れが直ちに収穫量の減少等に結びつくことはないであろうと考えていま
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す。 

 

議    長 

 

議案第８号について，担当区域の推進委員お願いします。 

推 進 委 員 

 

１月３１日に申請者本人と現地の確認を行いました。造園業者が，資材置

場と駐車場として利用するということです。 

申請地の上に１枚田がありますが，申請者本人の所有する土地です。 

排水についてですが，上の田と申請地とは分けて流すことができるように

なっており，また申請地側の水路は今は使っていないということで，問題な

い状況でした。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 

議案第７号及び第８号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第７号及び第８号は原案どおりで可決しました。 

 

 議題第３号 

「農地法第５条第１項の規定による許可申請」について 

 

議    長 

 

次に，議題第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請」につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

西 部 出 張 所 長 （資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第９号について，現地調査をされた推進委員にご意見を伺います。 

 

推 進 委 員 都市計画法の区域指定制度の指定区域内に入っている地域です。 

既存集落に接続して設置されるため，建売住宅は可能ということになって

おりまして，特に問題ないと思います。 
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議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 

議案第９号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第９号は原案どおりで可決しました。 

 

 議題第４号 

「非農地証明の発行」について 

 

議    長 

 

次に，議題第４号「非農地証明の発行」について，事務局より説明をお願

いします。 

 

西 部 出 張 所 長 

 

（資料により説明） 

 

議    長 

 

ただ今，事務局より説明がありました議案について，現地調査をされた推

進委員に意見をお伺いします。 

議案第１０号から第１６号について，現地調査をされた推進委員にご意見

を伺います。 

 

推 進 委 員 議案１０号の農地は，１月３０日に会長，副会長，事務局，推進委員で，

現地調査しました。 

私自身は申請地周辺を１０数年ぶりに見たのですが，驚くほど山林化して

おりました。非農地証明はやむを得ないと思っております。 

また，同じ日に１１号から１６号の農地も見ましたが，こちらも同様に荒

れており，非農地証明はやむを得ないと思います。 

 

議    長 

 

事務局からの説明及び現地調査の結果についての推進委員の意見をお聞

きしましたが，ご質問ご意見はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 それでは，採決を行います。 
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議案第１０号からから第１６号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求

めます。 

 

（全員挙手） 

 

議    長 全員賛成ですので，議案第１０号からから第１６号は原案どおりで可決し

ました。 

 

 議題第５号 

「福岡市農用地利用集積計画」について 

 

議    長 

 

次に，議題第５号「福岡市農用地利用集積計画」について，事務局より説

明をお願いします。 

 

農地利用推進係長 （資料により説明） 

 

議    長 

 

 

事務局からの説明について，ご質問・ご意見は，ありませんか。 

推 進 委 員 

 

賃料にずいぶん差がありますが，どういうことでしょうか。 

農地利用推進係長 

 

 

賃料が他に比べてかなり高くなっている案件については，整備費用が掛

かることで，賃料が高く設定されているものです。 

 

農 業 委 員 

 

農協が今まで円滑化事業で行っていたものがなくなって，中間管理機構に

移されるというのが今回の案件です。 

 

推 進 委 員 

 

 わかりました。 

農地利用推進係長 

 

 

少し補足させていただきますが，中間管理機構に預けたことで賃料が上

がったというものでは決してなく，農業委員からのご説明にもあったとお

り，農協が円滑化団体として借りたものと同等の設定で賃料が定められた

ものです。 

 

議    長 

 

ほかに質問はありませんか。 

 （質問・意見なし） 
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議    長 

 

それでは，採決を行います。 

議案第１７号に関して，原案に賛成する委員の挙手を求めます。 

 

 （全員挙手） 

 

議    長 

 

全員賛成ですので，議案第１７号は原案どおりで可決しました。 

次に，報告事項の報告第１号から第３号につきましては，書面による報告

とし，説明は省略いたしますが，何か，ご質問はありませんか。 

 

 （質問・意見なし） 

 

 案件２ その他 

「全国農業新聞の普及推進に関する申し合わせ決議」 

 

議    長 

 

次に，案件２「その他」について，事務局より説明をお願いします。 

 

総 務 係 長 （資料により説明） 

 

議    長 

 

それでは，「全国農業新聞の普及推進に関する申し合わせ決議」につい

て，拍手をもって承認をお願いします。 

 

 （拍手） 

 

議    長 

 

ありがとうございます。 

それでは，「全国農業新聞の普及推進に関する申し合わせ決議」は，承認

されました。 

 

議    長 

 

その他，ご意見・ご質問等はありませんか。 

 （質問・意見なし） 

 

議 長 これで本日予定しておりました議事は全て終了しました。円滑な進行にご

協力いただきありがとうございました。 

それでは，これで，令和元年度第１１回福岡市農業委員会総会を閉会しま

す。 

なお，次回の総会は，３月１１日水曜日福岡市役所１５階講堂での開催を

予定しております。 
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